
処 分 基 準
基準の名称 シルバー人材センター指定取消基準

法 令 等 名 根 拠 条 項 許 認 可 等 ・ 処 分 の 概 要

高年齢者の雇用の安定等に関する法 ４３－３ シルバー人材センター指定の取消
律

基 準 の 内 容

１ 高年齢者の雇用の安定等に関する法律第４２条第１項に規定する業務を適正かつ確実に実施する
ことがで
きないと認められるとき。

２ 指定に関し不正の行為があったとき。
３ 高年齢者の雇用の安定等に関する法律第６章第１節の規定又は当該規定に基づく命令に違反した
と き。
４ 高年齢者の雇用の安定等に関する法律第４２条の規定に基づく処分に違反したとき。
５ 高年齢者の雇用の安定等に関する法律第５３条第１項の条件に違反したとき。


